
 仕様書 

１ 目的 

近年の暑さへの対策として、令和８年度より普通教室の暑熱対策を行うにあ

たり、先行して各小中学校校舎棟最上階にある普通教室の遮熱対策を実施するも

のです。 

２ 修繕名 

市立第八中学校外２校最上階普通教室遮熱対策（天井断熱及び窓遮熱フィル

ム）修繕 

３ 修繕場所 

寝屋川市立第八中学校 寝屋川市点野五丁目 28 番１号 

寝屋川市立西小学校 寝屋川市高柳三丁目１番 27 号 

寝屋川市立点野小学校 寝屋川市点野五丁目 26 番１号 

４ 仕様   

⑴ 教室天井断熱：グラスウール敷き込み及び硬質ウレタンフォーム吹付け 

（天井に隙間なく敷き込むこと。） 

 ⑵ 教室外部側窓：遮熱フィルム貼 

          （西小学校５年１組・５年２組は廊下の窓） 

 

※ 施工に伴う机・椅子等の移動、養生、清掃・片付け、残材積込・処分、関

係法令等書類作成及び届出並びに周辺自治会等への周知を含む。 

※ 石綿含有成型板の除去に当たっては関係法令等を遵守し、養生等を行い適

切に処理・処分すること。 

※ 断熱材及び窓遮熱フィルムの仕様については、別添概要のとおり。 

５ 工期 

契約締結日から令和８年６月８日まで 

６ 作業日 

令和８年３月 14 日（土）から令和８年３月 15 日（日）の２日間 

令和８年３月 20 日（金）から令和８年３月 22 日（日）の３日間 

令和８年３月 25 日（水）から令和８年４月５日（日）の 12 日間 

令和８年４月 11 日（土）から令和８年４月 12 日（日）の２日間 



令和８年４月 18 日（土）から令和８年４月 19 日（日）の２日間 

令和８年４月 25 日（土）から令和８年４月 26 日（日）の２日間 

令和８年５月２日（土）から令和８年５月６日（水）の５日間 

令和８年５月９日（土）から令和８年５月 10 日（日）の２日間 

令和８年５月 16 日（土）から令和８年５月 17 日（日）の２日間 

令和８年５月 23 日（土）から令和８年５月 24 日（日）の２日間 

令和８年５月 30 日（土）から令和８年５月 31 日（日）の２日間 

※作業日については学校運営を行いながら実施するため、上記、施工日を予

定しているが、学校と調整の上、決定するものとする。 

７ 保証 

本修繕に係る保証期間は、正式引渡の日から１年とする。 

８ 正式引渡 

正式引渡は、修繕完了後の引渡検査が完了した後とする。 

９ 雑則 

⑴ 適用範囲 

 本仕様書は、修繕の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明

記されていない事項であっても本修繕の目的達成のために必要な修繕、又は

修繕の性質上当然必要と思われるものについては、受注者の責任においてす

べて完備しなければならない。 

⑵ 疑義 

 本仕様書について修繕施工中に疑義が生じた場合、受注者は発注者と協議

しその指示に従うものとする。 

⑶ 変更 

 本仕様書については、原則として変更は認められないものとする。ただし、

発注者の指示等により変更する場合はこの限りではない。 

10 その他 

 ⑴ 関係法令等を遵守すること。 

⑵ 受注者は、この契約の全部又は大部分若しくは発注者の指定する部分の修 

繕を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、書面に 

より発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 



 ⑶ 撤去及び新設に当たっては、現場を十分に確認した上で、施工を行うこと。 

 ⑷ 見積に関しては、修繕概要、関係法令等の書類作成・届出、工事写真、全

てを含むものとする。 

⑸ 本修繕において発生した産業廃棄物については、適正に処理し、修繕完了

後に契約書・許可書・経路図・産業廃棄物管理票（マニフェスト（Ｅ票））

の写しを市に提出すること。 

 ⑹ 施工箇所は、別添図面のとおりとする。 

 


